
1 

 

省エネ活動推進事業企画提案公募要領 

 

 

この要領は、省エネ活動推進事業の業務を委託するにあたり、企画提案を広く募集し、

受託事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務の名称 

  省エネ活動推進事業 

 

２ 業務の目的 

地球温暖化に関心の少ない層を巻き込み、広く県民が参加する身近な省エネ活動に楽

しく取り組むキャンペーン等を実施することにより、２０５０年のカーボンニュートラ

ル実現に向けた県民の行動変容を促す。 

 

３ 業務の内容 

（１）委託業務の内容 

    省エネ活動推進事業仕様書のとおり 

（２）委託期間 

    契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

４ 参加要件 

  この企画提案に応募できる者は、次の要件のすべてを満たしている者とする。 

（１）県内に事業所を有していること。 

（２）企画提案書の提出日において、福井県競争入札参加資格者名簿に登録されているこ

と。また、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４に該当しないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、および民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていな

い者であること。 

（５）県税を滞納していないこと。 

（６）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはそ

の支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が

暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している

者 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供

与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与して

いる者 

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
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５ 応募に必要な手続き 

（１）応募資料の交付 

    応募資料については、次のとおり交付する。 

① 交付期間 令和８年２月２５日（水）～令和８年３月５日（木） 

（土・日・祝日を除く９時から１７時まで） 

② 交付場所 環境ふくい推進協議会事務局 

（福井県エネルギー環境部環境政策課内 県庁１０階） 

福井県エネルギー環境部環境政策課のホームページに掲載 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/decokatsu2026.html 

 

③ 交付資料 ア 省エネ活動推進事業企画提案公募要領 

イ 省エネ活動推進事業仕様書 

ウ 契約書（案） 

④ 交付方法 上記の場所での手交 

上記のホームページからダウンロード 

 

（２）参加申込書の提出 

    企画提案に参加する者は、次により参加申込書を提出するものとする。 

①提出期限 令和８年３月５日（木）１７時まで（必着） 

②提出方法 持参もしくは電子メール 

※電子メールで提出する場合、電話で受信確認を行うこと。 

③提出先 環境ふくい推進協議会事務局 

（福井県エネルギー環境部環境政策課内 県庁１０階） 

④提出書類 ア 企画提案参加申込書（別紙様式１） 

イ 企画提案参加事業者の概要がわかる資料 

ウ 県税事務所または嶺南振興局が発行する県税に滞納が

ない旨の証明書 
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（３）企画提案書の提出 

    企画提案に参加する者は、次により企画提案書を提出するものとする。 

① 提出期限 令和８年３月１８日（水）１７時まで（必着） 

②提出方法 持参もしくは郵送 

※郵送は簡易書留等配達の記録が可能な手段のみとする。 

※電子データでも提出すること。 

③提出先 環境ふくい推進協議会事務局 

（福井県エネルギー環境部環境政策課内 県庁１０階） 

④提出書類 ア 提案書表紙（別紙様式２） 

イ 事業計画書（別紙様式３） 

ウ 積算内訳書（別紙様式４） 

エ その他企画提案を説明するのに必要な書類（用紙の大きさ

は日本産業規格Ａ４とする。） 

⑤提出部数 ア～エは各６部（うち５部は写し可） 

 

（４）その他 

  ア 提出された企画提案書について、環境ふくい推進協議会から内容についての質問

および補正を命じることがある。 

  イ 提出後における企画提案書の追加および変更は原則として認めない。 

  ウ 提出された企画提案書は返却しない。 

 

６ 質問および回答 

  本業務に関する質問については、「質問書」（別紙様式５）を提出するものとする。 

（１）提出先等 

  ア 提出期限 令和８年３月５日（木）１７時（必着） 

  イ 提出先  環境ふくい推進協議会事務局 

（福井県エネルギー環境部環境政策課内 県庁１０階） 

  ウ 提出方法 電子メールまたはファクシミリ 

    ※電子メールまたはファクシミリ送信後、電話により受信の確認を行うこと。 

（２）回答 

    質問に対する回答は、次のとおり行う。 

  ア 回答方法 福井県エネルギー環境部環境政策課のホームページに随時掲載する。 

         https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/decokatsu2026.html 

         ただし、質問または回答の内容が、質問者の具体的な提案事項に密接

に関わるものについては、質問者に対してのみ回答する。 

  イ その他  提出期限までに到着しなかった質問書については、原則として回答し

ない。 
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７ 提案資格確認結果の通知 

参加申込書を提出したものについて、提案者の資格を満たすものであるかを確認し、

提案資格確認結果通知書を通知する。 

  ア 通知日・通知方法 

     令和８年３月１０日（火）１７時までに電子メールで送付 

  イ その他 

     提案資格が認められなかった旨の通知を受けた申込者は、書面により提案が認

められなかった理由の説明を求めることができる。なお書面は環境ふくい推進協

議会が通知を発送した日の翌日起算で、県庁閉庁日を除く５日後の１７時までに

参加申込書提出先まで提出しなければならない。 

     環境ふくい推進協議会は上記書面を受領した日の翌日起算で、県庁閉庁日を除

く５日以内に説明を求めたものに対し書面により回答する。 

 

８ 受託者の選定 

（１）選定方法 

    受託者は、省エネ活動推進事業業務委託選定委員会（以下「選定委員会」という。）

において選定する。 

    提出された企画提案書について、プレゼンテーションを実施するため、応募者に、

その日時および場所を別途連絡する。ただし、仕様書の必須要件を満たさない企画

提案書については、選定の対象から除外する。 

（２）審査基準 

    提出書類およびプレゼンテーションの内容を基に、選定委員会が次の「審査のポ

イント」により審査する。 
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審査のポイント 

 

(1)省エネ活動等に関する

普及啓発 

・省エネ活動を促す創意工夫した普及啓発となっている

か。 

(2)若者を対象としたトー

クイベントの実施 

・若者がデコ活への理解を深め、省エネ等に取り組みたい

と思うような内容となっているか。 

(3)スマートフォンアプリ

「ふく eco」の運用 

・アプリの運用を円滑に実施できる体制となっているか。 

(4)省エネ行動を促進する

アイデアの一般公募 

・県民にとって参加しやすい内容となっているか。 

(5)ふく eco インストール

促進キャンペーン 

・県民がアプリを利用したいと思うような内容となってい

るか。 

(6)うちエコ診断の推進 ・県民がうちエコ診断を利用したいと思うような内容とな

っているか。 

(7)節電の促進キャンペー

ン 

・県民にとって魅力的で参加しやすい内容となっている

か。 

(8)スマートムーブキャン

ペーン 

・県民が、地球にやさしい移動方法「スマートムーブ」へ

の理解を深め、取り組みたいと思うような普及啓発の手段

をとっているか。 

(9)ごみの削減キャンペー

ン 

・県民が、ごみの削減への理解を深め、取り組みたいと思

うような普及啓発の手段をとっているか。 

(10)業務遂行体制 ・業務を適切に履行できる体制となっているか。作業スケ

ジュールは具体的かつ実現可能なものであるか。 

(11)広報 ・メールマガジンやバナー広告など複数種類の媒体を使用

し、より多くの人への周知が見込めるものであるか。 

(12)積算 ・業務内容に見合った適切な経費であるか。 

 

 

９ 受託者の選定結果の発表 

（１）審査の結果、委託上限額（２８,００４,０００円）の範囲内で、最も優秀な企画提

案書を提出した応募者を委託予定事業者として選定する。 

（２）選定結果は次のとおり発表する。 

①日時 令和８年３月下旬を予定 

②方法 すべての企画提案者に文書により通知する。 
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１０ 契約 

（１）契約の締結 

    委託予定事業者と企画提案書等をもとに協議し、協議が整った場合に契約を締結

する。協議の際、提出された企画提案書の内容・経費を一部変更する場合がある。 

（２）契約書・契約保証金等 

    別に定める契約書（案）のほか、福井県財務規則ほか関係法令等の定めるところ

による。 

（３）契約締結の取り消し 

    次の場合には、環境ふくい推進協議会は契約締結を取り消す場合がある。 

  ア 委託予定事業者が、契約の締結に応じないとき。 

  イ 委託予定事業者の財政状況悪化等により、業務履行が確実でない恐れがあるとき。 

  ウ その他、委託予定事業者の社会的信用を損なう行為等により、業務委託が不可能

または不適当となるような事情が生じたとき。 

 

１１ 公正な公募の確保 

（１）応募者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54

号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（２）応募者は、競争を制限する目的で他の応募者と参加意思および提案内容について、

いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。 

（３）応募者は、委託予定事業者の選定前に、他の応募者に対して企画提案書を意図的に

開示してはならない。 

（４）応募者が連合し、または不穏な行動等をなす場合において、企画提案公募を公正に

執行することができないと認められるときは、当該応募者を参加させず、または公募

の執行を延期し、または取りやめることができる。 

 

１２ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。 

（２）提出された企画提案書は、本件業務における委託事業者の選定以外の目的で使用し

ない。 

（３）企画提案に係る一切の費用については、応募者の負担とする。 

（４）本件業務に関し、環境ふくい推進協議会から受領または閲覧した資料等は、環境ふ

くい推進協議会の了解なく公表または使用してはならない。 

（５）本プロポーザルに基づく契約は、福井県の令和８年度当初予算成立後、福井県から

の補助金の交付決定を受けた後に執行するものであり、原則として委託上限額の範囲

内で契約を行う。県の予算が成立しない場合、本プロポーザルは効力を失い、環境ふ

くい推進協議会は契約を締結しないものとし、このことにより参加者に損失が生じた

場合も、環境ふくい推進協議会は損害賠償の責を負わないものとする。 

 

１３ 応募先および問い合わせ先 

（１）名称  環境ふくい推進協議会事務局（福井県エネルギー環境部環境政策課内） 

（２）所在地 〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７－１ 

（３）連絡先 電 話  ０７７６－２０－０３０１（直通） 

       Ｍａｉｌ kankyou@pref.fukui.lg.jp 

       ＦＡＸ  ０７７６－２０－０７３４ 

       （土・日・祝日を除く９時から１７時まで） 

mailto:kankyou@pref.fukui.lg.jp

